
指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム泉陵虹の苑 運営規程 

 
（事業の目的） 
第1条 社会福祉法人虹の会（以下「法人」という。）が経営する特別養護老人ホ

ーム泉陵虹の苑（以下「事業所」という。）が行う指定介護老人福祉施設

（以下「事業」という。）の適切な運営を確保するために、人員及び管理

運営に関する事項を定め、事業所の職員が要介護者に対し適正な指定介

護老人福祉施設サービスを提供することを目的とする。 

 
（運営方針） 
第2条 事業所の職員は要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限り、居宅に

おける生活への復帰を念頭に置いて、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営む事のできるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日

常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能維

持を図るようサービスの提供を行うものとする。 
２．施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる

ものとする。 
３．施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するにあたっては、介護

保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

 
（事業所の名称） 
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

一. 名 称  特別養護老人ホーム泉陵虹の苑 
二. 所在地  仙台市泉区虹の丘一丁目１０‐６ 

 
（職員の職種、員数及び職務内容） 
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

管理者  １名（兼務）【常勤職員】 
管理者は、事業所の職員の管理及び指定介護老人福祉施設の運

営に係る業務管理を行う。 
 医 師  １名【嘱託】 

医師は、利用者に対し、診療、その他保健衛生に関する業務を行

う。 
 事務員  １名以上 



事務員は事務長を補佐し、利用者からの費用徴収及び介護保険

請求に関する業務を行う。 
   計画担当介護支援専門員 ３名【常勤３名、生活相談員及び併設指定短 

期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護事業計画担当 
介護支援専門員、２名生活相談員と兼務、1 名介護職員と兼務】 

       介護支援専門員は、入所者の課題分析を行うとともに、把握され

た高齢者の心身の状況に基づき、適切な指定介護老人福祉施設

介護が提供されるよう、施設サービス計画を作成し、継続的な管

理を行う。 

 
生活相談員 ２名【常勤職員２名、計画担当介護支援専門員、併設指定

短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護事業

と兼務】 
生活相談員は、利用者や家族の日常生活上の相談及び関係サー 
ビス機関との連携によるサービスの提供の援助を行う。 

介護職員 ２４名以上【併設指定短期入所生活介護と兼務、計画担 
当介護支援専門員兼務１名、業務員兼務１ 
名】 

介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく、入浴、排泄、

食事等の介護及び日常生活の援助を行う。 
看護職員 ４名以上【併設指定短期入所生活介護・指定介護予防短 

期入所生活介護事業と兼務】 
看護職員は利用者の健康管理や療養上の世話又は診療補助を行

う。 
 管理栄養士 １名以上 

管理栄養士は、利用者の給食計画、献立の作成及び食品の調理指

導等の業務を行う。 
機能訓練指導員 １名以上【非常勤】 

機能訓練指導員は、利用者に対し、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う。 
 調理員   ５名以上 
  調理員は、炊事その他給食業務を行う。 

 
（利用定員） 
第5条 利用者の定員は、指定介護老人福祉施設は、５８人とする。 

 



（サービスの内容） 
第6条 サービスの内容は次のとおりとする。 

一．送迎の確保 
二．病状、障害の観察 
三．一週間に２回の入浴又は清拭による清潔の保持 
四．食事等日常生活上の世話 
五．排泄等の世話 
六．離床、着替え、整容その他日常生活上の世話 
七．介護方法の指導 
八．機能訓練及びレクリエーション 
九．栄養管理 
十．その他医師の指示による医療処置 

 
（利用料金等） 
第7条 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準に

よるものとし、当該サービスが法定代理受領である時は、保険者が決定

する負担割合による額とする。 
２．次の各号に掲げる費用を徴収する。 

一．食費（１日当たり） 
被保険第１段階 被保険第２段階 被保険第３段階 被保険第４段階 

３００円 ３９０円 ６５０円 １,４４５円 
 
 二．居住費（１日当たり） 
(従来型特養多床室) 
被保険第１段階 被保険第２段階 被保険第３段階 被保険第４段階 

０円 ４３０円 ４３０円 ９１５円 
（従来型特養個室） 
被保険第１段階 被保険第２段階 被保険第３段階 被保険第４段階 

３８０円 ４８０円 ８８０円 １,２３１円 
 

三．預かり金管理料 通帳１冊につき、１，０００円／月 
四．その他サービスを提供する場合で、日常生活に通常必要と 

なる費用 
 ３．前項の費用の支払を受ける場合には、予め利用者又はその家族に対 

し説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）受けること

とする。 

 



（サービス利用に当たっての留意事項） 
第8条 利用者が介護老人福祉施設サービスの提供を受ける場合には、次の事項

を守らなければならない。 
一．身体及び身の回りの清潔、健康の保持に努める。 
二．事業所備え付けの器具及び物品を大切にする。 
三．火災予防に努める。 
四．機能訓練、クラブ、サークル、レクリエーション、行事等には、積

極的に参加する。 
五．外出等は、管理者の承認を受ける。 

 
 
（緊急時における対応方法） 
第9条 利用者が入所中に身体に急変その他緊急に処すべき事態が発生したと

きは、速やかに主治医の指示に従い適切な医療処置を行うと共に家族へ

の連絡及び管理者への報告等必要な対応を行う。 
２．送迎中の事故に関しては、自動車保険及び任意保険の適用と共に必

要な対応を行う。 

 
（非常災害対策） 
第 10 条 事業所は、非常災害に備え、防災計画に基づいて定期的に避難誘導そ 

の他必要な訓練とすると共に防火管理に努める。 
２．施設は、前項に規定する訓練の実施にあたって、地域住民の参加が 
得られるよう連携に努めるものとする。 

 
（衛生管理等） 
第 11 条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水につ 

いて、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずるとともに、 
医薬品及び医療機器の管理を適切に行うこととする。 

    ２．施設は、当該施設において感染症または食中毒が発生し、またはま 
ん延しないよう次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

    一．施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討 
する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの 
とする。）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果 
について、従業者に周知徹底を図る。 

    二．施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備 
する。 



    三．施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた 
めの研修及び訓練を定期的に実施する。 

    四．前３号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食 
中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を 
行う。 

 
（緊急やむを得ない場合の身体拘束等） 
第 12 条 事業所は、介護老人福祉施設サービスの提供に当たって、当該入所者 

又は、他の入所者等の生命又は、身体を保護するため緊急やむを得な 
い場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わな 
い。 
２．緊急やむを得ず身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行 
う場合には、その態様及び、時間、その際の入所者の心身状況並びに、 
緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

 
（その他運営に関する重要事項） 
第 13 条 事業所は、職員の質的向上を図るため、必要に応じ研修の機会を設け 

るものとし、また、業務体制を整備するものとする。 

２．職員は、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持しなければな

らない。 
３．施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置

を講ずるものとする。 

 
（協  議） 
第 14 条 この規程に定めるものの他、運営に関する重要事項は、法人と事業所 

の管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

  



附     則 
この規程は、平成１２年４月１日から施行するものとする。 
この規程は、平成１５年４月１日から改定する。 
この規程は、平成１５年５月１６日から改定する 
この規程は、平成１７年１０月１日から改定する。 
この規程は、平成１８年６月１日から改定する。 
この規程は、平成１９年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２０年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２１年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２２年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２３年２月１日から改定する。 
この規程は、平成２３年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２４年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２５年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２６年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２７年４月１日から改定する。 
この規程は、平成２７年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２７年８月１日から改定する。 
この規程は、平成２８年６月１日から改定する。 
この規程は、平成２９年 7 月１日から改定する。 
この規程は、平成３０年６月１日から改定する。 
この規程は、令和元年６月１日から改定する。 
この規程は、令和元年１０月１日から改定する。 
この規程は、令和２年９月１日から改定する。 
この規程は、令和３年４月１日から改定する。 
この規程は、令和３年８月１日から改定する。 
この規程は、令和６年８月１日から改定する。 

 


